
 

2026.06 多摩学生生活課 

バーベキュー実施要領 

１．実施目的：本学学生・教職員の交流の促進 

２．利用対象者：本学学生（学生のみは不可）、本学教職員 ※原則として学外者は利用できません。 

３．利用時間 

 

 

 

４．使用場所：経済学部棟１１号館食堂テラス（屋根あり） 

社福間 ひだまり広場（屋根なし、パラソルの貸出あり【別途、貸出願提出】） 

EGG DOME2階南側テラス（一部雨をしのげる場所あり） 

５．備品：バーベキューコンロ 2台、網、鉄板、炭用トング、火起こし達人(火を起こすための道具) 

 ※上記以外の食材、調味料、油、炭、ライター・マッチ・新聞紙などの着火用具、皿、箸、 

フライ返し、包丁・まな板、洗剤等の必要な道具とゴミ袋は各自で用意する。 

※食材は学内でも購入できます（土曜日除く)。要事前申込。 

   EGG DOME Slow World Cafe 042-782-6588 

６．利用の手続 

（１） 学生生活課でバーベキュー実施会場の予約状況を確認し、仮予約する。 

（２） 使用日の 1 週間前までに、実施責任者（教職員）の記載されたバーベキュー実施許可願を

学生生活課に提出する。実施予定日の 1 週間前までに実施許可願を提出しない場合は上記

（１）の仮予約を無効とする。 

（３） 使用当日は、学生生活課でバーベキューコンロなどが入っている物置の鍵を実施責任者(教

職員)が借りる。 

※但し、教職員から事前に学生生活課宛てにメール連絡があった場合、教職員から指定さ

れた学生へのみ鍵の借用を可とする(学生証と交換)。 

（４） 上記“３”の利用時間内に教職員と学生代表者が終了報告（チェックリストを提出）およ

び物置の鍵を返却する。 

７．実施条件および利用上の注意事項 

（１） 学生のバーベキュー実施は、教職員の立会い（火器使用中）が条件。 

（２） 飲酒は 17:00以降とし、周囲に迷惑をかけないこと。未成年者の飲酒は厳禁。 

（３） バーベキュー場は禁煙。喫煙は所定の喫煙場所で行うこと。 

（４） バーベキュー以外の火気の使用は禁止です（手持ち花火・打ち上げ花火等 使用禁止）。 

（５） 使用後は必ず消火・清掃を行ない、消火後の炭は火の消えていることを確認して所定の使

用済み炭入れ容器に入れる。 

（６） ゴミはきちんと分別してゴミ袋（各自で用意）に入れ、ゴミ箱に捨てること。 

必ず指定場所を守り、ゴミ箱のフタは確実に閉めること。 

学内で食材を購入した場合は、担当者の指示に従うこと。 

（７） 終了後は次に使用する人たちのために網や鉄板をきれいに洗い、バーベキューセット（水

気は良くふき取ること）を元どおり丁寧に物置に収納し、確実に施錠すること。 

※残った食材はもちろん、炭・調味料・油などの残りも各自が必ず持ち帰り、物置には入

れないこと。 

（８） 物置の鍵は利用時間内に教職員と共に返却すること。 

※鍵の貸出しと返却場所は学生生活課。学生生活課の業務終了後（平日 17：00/土曜 12：

00）は EGG DOME２階入口横の警備室。 

（９） 実施に際して備品を破損または滅失した時は、必ず学生生活課に届け出てその損害を弁償

すること。 

 

 月～金 土 
※日曜日、祝日は 

利用不可 

（授業等実施日除く） 

授業実施期間中 10:00～21:00 10:00～20:00 

授業実施期間以外 10:00～21:00  

必ず実施責任者もご覧ください。 


